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※期間：2008年12月19日（設定日前営業日）～2022年1月11日（日次）
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金に関するお知らせ

平素は、「新光ブラジル債券ファンド」（以下、当ファンドといいます。）をご愛顧賜り、厚くお礼申し上

げます。

さて、当ファンドは、2022年1月11日に第155期決算を迎え、当期分配金を3円（1万口当たり、税引前）

といたしました。

当ファンドは、2020年5月8日の第135期決算から10円（1万口当たり、税引前）の分配を継続してきまし

たが、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざすため、分配金額の変更を決定いたしました。

当資料では、足もとの運用状況や今後の見通しなどについてご説明いたしますので、ご一読頂ければ幸いで

す。今後とも当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその
金額について示唆、保証するものではありません。

※2022年1月11日時点

販売用資料
2022年1月12日

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

分配金実績（設定来）

運用実績（設定来）

第1-6期 第7-55期 第56-78期 第79-84期 第85-109期 第110-116期 第117-134期 第135-154期

2009年3月～ 2009年9月～ 2013年10月～ 2015年9月～ 2016年3月~ 2018年4月~ 2018年11月~ 2020年5月~

2009年8月 2013年9月 2015年8月 2016年2月 2018年3月 2018年10月 2020年4月 2021年12月

各100円 各145円 各120円 各100円 各75円 各40円 各20円 各10円 3円 13,783円

第155期
 設定来累計

分配金
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1,149円

純資産総額

176億円

分配金再投資基準価額

14,049円
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※分配金は１万口当たり、税引前の金額で表示しています。課税による影響は考慮しておりません。
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の支払
いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※上記はイメージ図であり、将来における運用成果や収益分配を示唆・保証するものではありません。分配金額は、委託会社が収益分配方針
に基づいて決定します。ただし、収益分配を行わない場合もあります。

※上記見通しおよび運用方針は作成時点のものであり、市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

今回引き下げた分配金の差額分（7円）はファンドに留保されるため、分配金を引き下げない場合と比べて、

分配金支払い後の基準価額はその分だけ高くなります。このように、分配金の引き下げは基準価額の下支え要因

となるほか、留保されることによって、より多くの資金が運用に振り向けられることになり、投資対象資産が成

長した場合には、ファンド収益向上への寄与が期待できます*。

＊投資対象資産が下落した場合には、ファンド収益低下につながる可能性があります。

【投資信託で分配金が支払われるイメージ】

投資信託の純資産

分配金

前期の分配金支払いのイメージ

10円

今期の分配金支払いのイメージ

投資信託の純資産

差額分
7円

引き下げた分配金の差額分は
ファンドに留保

3円

分配金

ブラジル経済は、新型コロナウイルスの感染拡大状況に左右される展開が予想されますが、世界的な景気回復な

どを受けて中長期的に回復すると見込まれます。また、大統領選挙の動向には注視する必要があると考えています。

債券市場においては、利上げの継続が見込まれる環境下、インフレ、財政状況などを睨んで値動きの荒い展開とな

るとみています。為替市場は新型コロナウイルスの感染拡大状況、財政状況などを睨みながらやや値動きの荒い展

開が予想されます。米国の量的金融緩和縮小の動きなど金融政策の転換期に差しかかっていることもレアルの値動

きを荒くする要因になるとみています。債券市場と同様に大統領選挙を睨んだ動きにも注視が必要です。

「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ投資証券」では、現状のポートフォリオを維持する方針で

すが、引き続きイールドカーブの形状などに注視しながら機動的に対応していく方針です。

足もとのブラジル経済は、新型コロナウイルスの感染状況に落ち着きはみられるものの、経済指標は伸び悩む状

況となっています。このようななか、ブラジルでは新型コロナウイルスにより経済活動が停滞したことから貧困層

向けに助成金を支払っています。

債券市場では、インフレ懸念を背景とした利上げの継続や景気の先行き懸念を睨み、値動きの荒い展開となって

います。為替市場では、米国の量的金融緩和縮小の開始を受けて、新興国通貨が全般的に軟調となるなかで、景気

の弱さ、財政悪化懸念などを背景にレアルは対円で弱含みの動きとなっています。

このような環境下、当ファンドの投資対象である「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ投資証

券」では、利上げの継続が見込まれることからポートフォリオのデュレーションを短期化しました。また、債券市

場の値動きの荒い展開が見込まれることから、名目金利と比較して相対的に値動きの落ち着いている物価連動債の

比率を高位で維持しました。

足もとの投資環境と運用状況

今後の見通し

分配金引き下げの影響
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当ファンドは、主として外国籍の投資信託証券を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資します。実質的に組み入れ
た債券の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込
み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンド
は元本が保証されているものではありません。 

 

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 
 

１．主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財
産の成長を目指して運用を行います。 

◆原則として為替ヘッジを行いません。 
 

２．ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。 

◆ブラジル籍外国投資法人｢ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ｣(以下｢ブラジルボンド・ファンド｣という場
合があります。運用：イタウ・ユニバンコ・アセット・マネジメント・リミタダ)投資証券と国内投資信託｢短期公社債マ
ザーファンド｣(運用：アセットマネジメントOne)に投資を行います。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

※イタウ・ユニバンコ・アセット・マネジメント・リミタダは、イタウ・ユニバンコ・エス・エーの100％子会社で、資産運用業を営んで
います。イタウ・ユニバンコ・エス・エーは、2008年、ブラジルを拠点とするユニバンコ銀行とイタウ銀行の統合によって生まれたブ
ラジルの大手民間銀行で、同金融グループはラテンアメリカ地域で最大の規模を誇る金融グループの１つです。 

 

◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ブラジルボンド・ファンドの組
入比率は原則として高位とすることを基本とします。 

※ブラジルボンド・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を
解約し、信託を終了させます。 

 

３．原則として、毎月８日(休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、収益の分配を行います。 

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)などの全額とします。 

◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会社が決定します。ただし、
分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

◇運用状況により分配金額は変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありませ
ん。 

 

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります｡ 
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ブラジルの国債など 
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者
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新光ブラジル 

債券ファンド 
投資 

損益 

投資 

損益 

わが国の 

短期公社債など 

ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ 
(ブラジルレアル建て)(ブラジル籍) 

運用：イタウ・ユニバンコ・アセット・ 
マネジメント・リミタダ 

 

短期公社債マザーファンド (国内籍) 

運用：アセットマネジメントOne 
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（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもありま
す。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。 
また、投資信託は預貯金と異なります。 

カントリーリスク 

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。 
当ファンドは実質的にブラジルの債券などに投資しますが、一般に新興国市場は、先進国市
場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問
題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当
該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相
対的に高くなる可能性があります。 

金利変動リスク 
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

信用リスク 
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債
などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性が
あります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性
があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。 

特定の投資信託証券 
に投資するリスク 

当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用
成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場
合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
があります。 

投資対象ファンド 
にかかる税制変更 
のリスク 

当ファンドが組み入れる外国投資法人の設定地および当該外国投資法人が投資を行う国にお
いて、税制などの変更があった場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する
可能性があります。 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。  

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
 

ブラジルへの投資にあたってのご留意事項（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 

ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(ＩＯＦ:金融取引税)が課せられる場合
があります。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送金)
を行います。この際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり、基準価額の下落要因とな
ります。ブラジルにおける為替取引への課税は、多くの場合、導入、撤廃、あるいは税率の変更が事前の猶予期間なく
行われます。また、過去においては、換金に伴う為替取引について税金が課せられたことがあります。この場合も、基
準価額の下落要因になります。 

当ファンドでは、為替取引に伴う税負担による基準価額の下落を回避、あるいは軽減するため、購入や換金について、
追加設定時信託財産留保額(購入時)または信託財産留保額(換金時）、あるいはその両方を設けることがあります。これ
ら留保額は、原則として、為替取引に課せられる税に相当するものとして委託会社が定める率を基に算出した額となり
ます。ただし、税制変更を直ちに反映するものではありません。また、投資信託財産からみて為替取引の規模が比較的
小さいと判断される場合には、これら留保額の適用を見送ることがあります。 
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お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合は、購入申込受付日の翌営業

    日の販売基準価額（追加設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額）となります。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、信託財産留保額がかかる場合は、換金申込受付日の翌営業日の基準価

    額から信託財産留保額を控除した価額となります。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・サンパウロ証券取引所の休業日　　・サンパウロの銀行の休業日

・ニューヨークの銀行の休業日

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付

の中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお

申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2023年12月8日まで（2008年12月22日設定）

繰上償還 当ファンドが主要投資対象とするブラジルボンド・ファンドが償還した場合または以下に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われ

た場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。

・ブラジルボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合

・ブラジルボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。

・受益権の総口数が30億口を下回った場合

・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎月8日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取

    扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に、3 .85％（税抜3.5％） を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合は、販売基準価額（追加設定時

    信託財産留保額があらかじめ含まれた価額）となります。

追加設定時信託財産留保

額・信託財産留保額

ありません。

※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額または信託財産留保額、あるいはその両方が

    かかる場合があります。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

・実質的な負担：ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.57％（税抜1.45％）程度

※上記はブラジルボンド・ファンドを100 ％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況

    に応じて変動します。

・当ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.32％（税抜1.2％）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われ

    ます。

・投資対象とする外国投資証券：ブラジルボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.25％

その他の費用・手数料

 

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等

監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支

払われます。

※投資対象とするブラジルボンド・ファンドにおいては、有価証券等の売買手数料、外国投資法人の設立に関する費用等がかかります。

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができま

    せん。

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
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投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通
して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性につい
て、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）
に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さ
まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用によ
る損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

◆ファンドの関係法人 ◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
[ファンドの運用の指図を行う者]

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞三菱UFJ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/
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商号 登録番号等
日本証券
業協会

一般社団
法人日本
投資顧問
業協会

一般社団
法人金融
先物取引
業協会

一般社団
法人第二
種金融商
品取引業

協会

備考

株式会社筑波銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第44号 ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社肥後銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第3号 ○

株式会社東日本銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第52号 ○

株式会社福邦銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第8号 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第370号 ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第6号 ○

永和証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第5号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

岡安証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第8号 ○

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者　九州財務局長（金商）第18号 ○

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第5号 ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第11号 ○

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者　北海道財務局長（金商）第1号 ○

大山日ノ丸証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第5号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○

西村証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第26号 ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第131号 ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号 ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第169号 ○

三豊証券株式会社 金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第7号 ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第53号 ○ ○ ※1

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ ※1

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第20号 ○ ※1

販売会社 （お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)

○印は協会への加入を意味します。 2022年1月12日時点

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）


